
『企業家研究』投稿規程

1．　投稿は，広義の企業家活動を研究対象と
する社会科学，人文科学またはそれらの境界領
域に属する全ての研究を対象とし，日本語原稿
に限定します。

2．　投稿は 3 つのジャンルを受け付けます。
ジャンルと制限字数は以下の通りです。

① 論説　既存研究との関連づけがなされ，
学術研究としての厳密さと適切さを備えた，
独創的知見（素材等の発見事実ないしは分析
において）を含む学術論文：16,000～32,000
字。

② 研究ノート　a．既存研究のレビューに
特化した論考，b．今後の企業家研究の活
性化や発展に資するような新しい方法論や
将来的な研究テーマ等に関する提案・見解
を提示する論考，または c．現段階では

「論説」の要件を必ずしも十分に満たして
いないものの，掲載するに値すると判断さ
れる論考：12,000～24,000 字。

③ ケース資料　個人ないし組織（企業，
NPO，行政機関等）による企業家的活動事
例に関するオリジナルかつ詳細な叙述：
12,000～24,000 字。

3．　原稿書式は，A4 縦置き，横書き（1 行 40
字）とします。図表については，『企業家研究』
の誌面に無理なく配置された状態を想定し，小
さな図表（『企業家研究』の誌面半頁以下）は
770 字，大きな図表（『企業家研究』の誌面 1 頁
相当）は 1,540 字と換算します。図表は，原稿
の総字数の 3 割以内とします（総字数には図表
の換算文字数を含みます）。

4．　投稿の際は，①投稿申請書と②原稿のフ
ァイル（PDF フォーマットと MS ワードフォーマ
ットの両方）とを，事務局宛に電子メール（mu-
seum4@osaka.cci.or.jp）で送付してください。
メールの件名は，「『企業家研究』投稿＿著者名

（フルネーム）」としてください。なお，論文投
稿後，1 週間が経過しても事務局から受領連絡
がない場合には，事務局までご連絡ください。

5．投稿原稿には表紙 1 頁目にタイトル，投稿
ジャンル名（論説・研究ノート・ケース資料），
所属機関名，氏名を，表紙 2 頁目にはタイトル
のみを明記して下さい。投稿は随時可能ですが，
審査手続きが開始されるのは，投稿後最初の受
付登録日（毎年 6 月末日，9 月末日，12 月末日，
3 月末日）とします。

6．　英文タイトルを必ず付して下さい。

7．　いずれのジャンルで投稿される場合でも，
　①目次，
　② 800 字程度の要旨，
　③英文要旨（200─300 words），
　④キーワード（日本語，5 個以内），
　⑤ JEL 分類（必要に応じて記入）
を付して下さい。

8．　投稿論文（論説，研究ノート，ケース資料）
の審査に係る運用・管理は編集委員会から委託
を受けた審査・運営会議（編集委員会正副委員
長計 7 名で構成）が行います。審査・運営会議
は，投稿論文の審査プロセス開始の可否及びシ
ニアエディターを決定します。各投稿論文の審
査については，これを迅速に進めるため，審
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査・運営会議がシニアエディター（原則として
編集委員会副委員長の 6 名。必要に応じて他の編
集委員も追加）に委託します。シニアエディタ
ーは，匿名レフェリー 2 名を選定して査読を依
頼し，その審査結果を総合して採否を決定しま
す。審査結果は，審査プロセス開始後，原則と
して 3 ヶ月以内にお知らせします。

9．　非会員の方も投稿することができます。
但し掲載決定後に投稿料 3,000 円をお支払いい
ただきます。

10．　『企業家研究』掲載論文は，自動的に企
業家研究フォーラム賞「論文の部」の審査対象
になります。

11．　『企業家研究』に掲載された論考の著作
権の一部（「複製権」および「公衆送信権」）は企
業家研究フォーラムに帰属します。『企業家研
究』に掲載された論文がオンラインでオープ
ン・アクセスとならないうちは，機関リポジト
リ等へは最終版（印刷版）を登録することがで
きません。査読前の原稿を登録することは可能
です。

＊文献表記の方法等を定めた「執筆要綱」は，
企業家研究フォーラムのホームページをご覧く
ださい。

https://www.kigyoka-forum.jp/

投 稿 規 程 49


